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育成室のご利用について 

子ども家庭部児童課 

 

幼児親子の皆さんが行なう自主的活動を支援する為に、子育てサークルを対象に児童館内

にある育成室（児童クラブに入所している小学校１年生～６年生が学校終了後に使用する部

屋）を開放しています。皆様のご利用をお待ちしています。 

 

１ ご利用にあたっては、子育て総合支援センター「ころころの森」（３９５－７２８０）

にサークル登録をしてください。登録されたサークルがご利用対象となります。 

 

２ ご利用時間は、月曜日から金曜日の午前９時３０分から１２時です。 

  土曜日・日曜日・祝祭日・夏休み等の学校休業日は利用できません。 

 

３ ご利用上のお願い 

・ 活動に必要なものは各サークルさんがご用意くだい。室内のピアノ（電子ピアノ）な

ど使用できるものもありますので、申し込みの時点でご相談ください。 

・ 飲食はできませんが、必要な補助食はこの限りではありません。また、授乳のために

お湯が必要なときは、職員にお声がけください。 

・ 安全管理上、厨房等のスペースへの立ち入りはご遠慮ください。 

・ ご利用が終わりましたら、片付け、清掃をおこない、ゴミなどはお持ち帰りください。 

 

４ お申し込みにあたって 

・ お申し込みは、児童館で受け付けます。電話での申し込みも出来ます。 

・ 台風や大雪などの緊急時や学級閉鎖等の対応で、午前中から育成室を使用することが

あります。その場合は、育成室のご利用をお断りさせていただきます。そのため、事

前の申し込みは「仮押え」とし、正式な使用許可は利用日当日となります。尚、利用

をお断りする場合は、代表の方にご連絡させていただきます。 

・ 予約は１回分、２ヵ月先までお申し込みいただけます。 

・ 児童館ＨＰで育成室の空き状況がご覧いただけます。 

・ 不明な点がございましたら、職員にお尋ねください。 

 

５ 連絡先 

 秋津児童館（397-1150）・栄町児童館（397-1151）・富士見児童館（397-1152） 

北山児童館（397-1153）・本町児童館（397-1154） 


